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2020年12月号FP Topics ＝サラリーマンの必要経費＝
早くも、年の瀬が押し寄せてきました。お勤めの

方は、仕事納めも大方終わっていらっしゃる方がほ
とんどかもしれません。お休みに入ってホットして
いらっしゃるかたも多いと思われますが、コロナ禍
の影響もあり、働く環境が大きく変化した方々も少
なくないとお聞きします。在宅勤務や部署の移動
等々、お勤めしながらでも予想外の出費もあったか
もしれません。
今月は、サラリーマン（給与所得者）の必要経費

をとりあげてみます。サラリーマンはガラス張りだ
から、節税できない・・・というお声をたくさんお
聞きします。雇用者側の証明が必要となりますが、
必要経費と認められる支出に該当すれば、大きな節
税効果があるようです。

＝給与所得者の特定支出控除とは＝

サラリーマン（給与所得者）が勤務に伴って、特定
の支出をした場合で、その年の特定支出の額の合計
額が給与所得控除額の1／2を超える場合には、その
超える部分の金額を給与所得控除額に加算すること
ができます。

＝給与所得控除額とは＝
給与所得控除額とは、所得税額を計算する際の、

給与収入から差し引かれる必要経費部分と考えられ
ます。事業収入の場合、収入を得るために実際に要
した経費を差し引いて事業所得を算出しますが、
給与収入の場合、実際の必要経費部分を差し引くこ
とができません。そのため、事業所得の必要経費部
分を想定しているのです。
給与所得控除額は収入額に応じて下記の表に定め

られています。

上記表から、年収450万円のケースとして、給与所
得控除の1／2を計算してみます。

（4,500,000 × 20％ + 440,000）× 1/2 ＝ 670,000

年間、勤務に伴う特定支出が670,000円を超える場
合、その超える部分を給与収入から控除しても良い
ですよ！ということになります。

では、その特定支出とはどのような支出なのか？
具体的な特定支出の内容をみていきたいと思います。

特定支出の対象項目は、大きく7つに区分されてい
ます。いずれも、その給与の支払い者が証明したも
のに限られ、その明細書や領収書等を確定申告書に
添付する必要があります。

出典：国税庁

出典：国税庁令和2年分以降



上記、７つの対象項目がありますが、Ⅰの図書費
や衣類等などは、該当するケースが多いのではない
でしょうか。Ⅲの資格取得では、資格の種類をほぼ
問わない内容になっているようです。利用できる
ケースは増えたのではないでしょうか。専門学校や
専門職大学院等の初年度入学金やその年の学費も特
定支出に該当します。このようなケースに該当する
場合、大きな節税効果が期待できます。
前述の、年収４５０万円のケースでざっくりとし

た節税効果をシミュレーションしてみたいと思いま
す。 職務に必要な知識を習得するため、通信制の
専門学校に入学し、特定支出控除の適用を受けるた
め確定申告した場合を想定してみます。

今月の山便りはお休みです。先日、毎年の恒例行
事となっている伊勢神宮参拝に行ってまいりました。
“今年も無事過ごすことができました”感謝の想いを
お祈りして、また来年も頑張ります。よろしくお願
いいたします。願をかけてお札をいただいてきます。
写真は、外宮さんの別宮 多賀宮へ向かう石段です。
お見せしたい写真はたくさんあったのですが、たく
さん載せるとインパクトにかけてしまい、 あまり
良くなかったものですから、一枚だけにしました。
毎年、猿田彦神社⇒外宮⇒内宮 の順序で回ります。
お世話になっている氏神さんの神主さんが教えてく
ださいました。 帰路に大正年間創業の居酒屋さん
『一月屋』さんに立ち寄るのも楽しみの一つになっ
ています。 伊勢ならではの新鮮な海の幸がいただ
けます。料金も比較的リーズナブルで庶民的な雰囲
気が大好きです。もう少し近ければ良いのですが、
伊勢市駅ですから、ちょっと飲みに！は距離的に難
しいかもしれません。

～今月の山便り～

＝特定支出控除の節税効果＝

Ⅲ資格取得費に該当する場合
★入学金及び初年度の学費 100万円

⇒給与所得控除額の1/2を超える部分
100万円 － 67万円 (上記表より) ＝ 33万円

※年収450万円に係る所得税率は、各種控除等を加
味した場合10％に該当します。住民税は一律10％。

出典：国税庁

＝特定支出控除の対象項目＝
Ⅰ勤務必要経費（最高65万円）

①図書等の購入費用
職務関連の本、雑誌、新聞などは特定支出にでき
るようになりました。

②衣類等の購入費用
制服、事務服などのほか、スーツも特定支出にで
きます。また、アパレル関係で職務中に着用する
自社ブランドの服を購入する場合、特定支出にで
きます。

③交際費用等
接待、取引先への贈答品等、自己負担で支払った
場合。

Ⅱ帰宅旅費

単身赴任している人が、家族等の住む家に帰る場合
の旅費（自己負担部分）も特定支出に該当します。

Ⅲ資格取得費

業務に必要な資格を得るための費用は特定支出です。
改正後は、弁護士、医師、公認会計士なども特定支
出に入れることが可能になりました。そのため、会
社から補助をもらわず資格試験を受ける場合には、
資格にかかわらず、特定支出になります。
※雇用保険等からの助成金がある場合は、その助成
金等の部分は該当しません。

Ⅳ研修費

業務上必要な研修費用は特定支出です。個人で研修
費を支払う場合には特定支出にできます。

Ⅴ転居費

勤務に際し、引っ越しにかかる費用で個人が支払っ
た部分は特定支出です。

Ⅵ旅費・Ⅶ通勤費

通勤や職務に必要な旅費（交通機関の利用料）を個
人で支払っている場合は特定支出に該当します。

出典：国税庁

330,000円×20％＝66,000円


